
規 則

�愛媛県規則第２８号
愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（競争参加者の資格に関する審査等）
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第２条 省略
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告 示

�愛媛県告示第５３１号
愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）第６条の規定によ

り、知事印を次のとおり改刻した。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 改刻後の印影

（知事賞状用） ２ 使用開始年月日 平成２６年５月１日

�������
�愛媛県告示第５３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

３ 知事は、前項の資格がないと認めた者から請求があるときは、

当該資格がないと認めた理由を、書面により、当該請求を行った

者に通知するものとする。

４ 省略

５ 省略

６ 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにして

おくものとする。

�～� 省略

� 令第１６７条の５第１項又は第１６７条の１１第２項に規定する資格

の審査の申請に係る文書を入手するための手段

７ 省略

（一般競争入札の公告）

第３条 特例政令第６条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日

から起算して少なくとも４０日（特例政令第２条第５号に規定する

一連の調達契約のうち、最初の契約に係る特例政令第６条の公告

において当該契約以外の契約に係る特例政令第６条の公告を入札

期日の前日から起算して少なくとも２４日前にする旨を規定した場

合における当該契約に係る一般競争入札にあっては、２４日）前に

県報によりしなければならない。ただし、急を要する場合は、そ

の期間を１０日までに短縮することができる。

（指名競争入札の公示等）

第５条 特例政令第７条第１項の規定による公示は、第３条の規定

の例によりしなければならない。

２・３ 省略

（入札説明書の記載事項に関する事項）

第９条 特例政令第８条に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

� 特例政令第６条の規定又は特例政令第７条第１項及びこの規

則第５条第２項の規定により公告又は公示をするものとされて

いる事項（特例政令第６条第６号に掲げる事項を除く。）

�～� 省略

� 電子情報処理組織（会計規則第１３２条第１項第５号に規定す

る電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して契約の手

続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関す

る事項

� 省略

３ 省略

４ 省略

５ 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにして

おくものとする。

�～� 省略

６ 省略

（一般競争入札の公告）

第３条 特例政令第６条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日

から起算して少なくとも４０日（特例政令第２条第６号に規定する

一連の調達契約のうち最初の契約以外の

契約に係る一般競争入札にあっては、２４日）前に

県報によりしなければならない。ただし、急を要する場合は、そ

の期間を１０日までに短縮することができる。

（指名競争入札の公示等）

第５条 特例政令第７条 の規定による公示は、第３条の規定

の例によりしなければならない。

２・３ 省略

（入札説明書の記載事項に関する事項）

第９条 特例政令第８条に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

� 特例政令第６条の規定又は特例政令第７条 及びこの規

則第５条第２項の規定により公告又は公示をするものとされて

いる事項（特例政令第６条第５号に掲げる事項を除く。）

�～� 省略

� 省略

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号
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平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より指定した介護機関の名称が、次のように変更された。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

鈴 木 孝 年 立 花 接 骨 院 今治市郷本町一丁目２－
３６

平成２６年
３月１７日

中 川 雄 太 中 川 接 骨 院 今治市喜田村六丁目４－
４６

平成２６年
３月１７日

介護機関の名称 介護機関の所在地 変更年月日

（変更後）
上田小児科・外科

宇和島市広小路１番２６号 平成２６年４月１日
（変更前）
上田外科

（変更後）
独立行政法人地域医療機能
推進機構宇和島病院附属介
護老人保健施設 宇和島市賀古町１－２－

２０ 平成２６年４月１日
（変更前）
宇和島社会保険介護老人保
健施設パール荘

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

田 中 歯 科 医 院 今治市末広町１－６－６ 平成２６年３月３１日

し ら は ま 薬 局 八幡浜市字白浜１５３６番地
２２０ 平成２６年３月３１日

越 智 歯 科 医 院 西条市東町２０６ 平成２６年３月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

か り ん 薬 局 八幡浜市広瀬一丁目６番
８号 平成２６年４月１日

し ら は ま 薬 局 八幡浜市字白浜１５３６番地
２２０ 平成２６年４月１日

お ち 歯 科 医 院 西条市栄町２５０番地ノー
ルソレイユ紺屋町１０２号 平成２６年４月１日

リ ブ ラ 薬 局 玉 津 店 西条市下島山甲１２３７番５ 平成２６年４月１日

ひ ま わ り 歯 科 東温市志津川字万能甲１２
１９番１ 平成２６年４月１日

大 町 歯 科 ク リ ニ ッ ク 今治市郷新屋敷町三丁目
４番３６号 平成２６年４月２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ベエルシバ 今治市北浜町３番１０号 デイサービスカインドハウス 今治市南鳥生町二丁目８９５番
３ 平成２６年２月１０日

新居浜医療福祉生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 垣生倶楽部 新居浜市垣生四丁目３番３５号 平成２６年３月１日

株式会社レインボーフラワー 西条市壬生川６７５番地１ デイサービスセンター虹 西条市石田５６４番地５ 平成２６年３月１日

合同会社安 南宇和郡愛南町岩水１６２番地 ヘルパーステーションあかね
丸 南宇和郡愛南町岩水１６２番地 平成２６年４月１日

有限会社れんげ堂 西条市喜多台４８１番地１ あかり調剤薬局 西条市円海寺１番地２ 平成２６年４月１日

有限会社れんげ堂 西条市喜多台４８１番地１ れんげ堂薬局丹原店 西条市丹原町願連寺２７６－１ 平成２６年４月１日

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号
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�愛媛県告示第５３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

有限会社れんげ堂 西条市喜多台４８１番地１ れんげ堂薬局池田店 西条市丹原町池田１０９－１ 平成２６年４月１日

社会福祉法人三善会 大洲市春賀甲１６８８番地 グループホーム春の風 大洲市長浜甲５７０番地 平成２６年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社安 南宇和郡愛南町岩水１６２番地 居宅介護支援事業所岩水 南宇和郡愛南町岩水１６２番地 平成２６年３月１５日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ ケアプランセンタージェイコ
ム 西条市西田甲４２１番地５ 平成２６年４月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ベエルシバ 今治市北浜町３番１０号 デイサービスカインドハウス 今治市南鳥生町二丁目８９５番
３ 平成２６年２月１０日

新居浜医療福祉生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 垣生倶楽部 新居浜市垣生四丁目３番３５号 平成２６年３月１日

株式会社レインボーフラワー 西条市壬生川６７５番地１ デイサービスセンター虹 西条市石田５６４番地５ 平成２６年３月１日

合同会社安 南宇和郡愛南町岩水１６２番地 ヘルパーステーションあかね
丸 南宇和郡愛南町岩水１６２番地 平成２６年４月１日

有限会社れんげ堂 西条市喜多台４８１番地１ あかり調剤薬局 西条市円海寺１番地２ 平成２６年４月１日

有限会社れんげ堂 西条市喜多台４８１番地１ れんげ堂薬局丹原店 西条市丹原町願連寺２７６－１ 平成２６年４月１日

有限会社れんげ堂 西条市喜多台４８１番地１ れんげ堂薬局池田店 西条市丹原町池田１０９－１ 平成２６年４月１日

社会福祉法人三善会 大洲市春賀甲１６８８番地 グループホーム春の風 大洲市長浜甲５７０番地 平成２６年４月１日

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号

３４１
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�愛媛県告示第５４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称及び居宅介護事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の名称及び居宅介護支援

事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の名称及び介護予防事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

上 田 弘 明 宇和島市広小路１番２６号

（変更後）
上田小児科・外科

宇和島市広小路１番２６号 平成２６年４月１日
（変更前）
上田外科

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
独立行政法人地域医療機能推
進機構

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号

（変更後）
独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院附属介護老
人保健施設 宇和島市賀古町１－２－２０ 平成２６年４月１日

（変更前）
社団法人全国社会保険協会連
合会

（変更前）
宇和島社会保険介護老人保健
施設パール荘

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
独立行政法人地域医療機能推
進機構

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号

（変更後）
独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院附属居宅介
護支援センター 宇和島市賀古町１－２－２０ 平成２６年４月１日

（変更前）
社団法人全国社会保険協会連
合会

（変更前）
宇和島社会保険居宅介護支援
センター

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

上 田 弘 明 宇和島市広小路１番２６号

（変更後）
上田小児科・外科

宇和島市広小路１番２６号 平成２６年４月１日
（変更前）
上田外科

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号
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�愛媛県告示第５４４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町緑丙１０６の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５４５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２６年４月２５日から５月８日まで

�������
�愛媛県告示第５４６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、今治市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（畑寺地区 確定測量）

２ 作業期間 平成２５年１０月１８日から

平成２６年３月１４日まで

３ 作業地域 今治市玉川町畑寺、高野

�������
�愛媛県告示第５４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市中村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年４月２５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市下島山土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年４月２５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
独立行政法人地域医療機能推
進機構

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号

（変更後）
独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院附属介護老
人保健施設 宇和島市賀古町１－２－２０ 平成２６年４月１日

（変更前）
社団法人全国社会保険協会連
合会

（変更前）
宇和島社会保険介護老人保健
施設パール荘

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 重 新居浜市横水町１３－１７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 新居浜市横水町１３－１７

〃 大 塚 晟 充 新居浜市滝の宮町６－１６

〃 白 岡 康 夫 新居浜市中村松木１丁目４－２２

〃 � 橋 登 新居浜市土橋１丁目９－３８

〃 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村１丁目６－３６

〃 林 勇 夫 新居浜市本郷１丁目６－２９

〃 西 原 力 新居浜市本郷１丁目８－４１

監 事 青 野 幸 永 新居浜市滝の宮町１１－１４

〃 神 野 晄 一 新居浜市本郷２丁目６－８

〃 大 澤 眞 一 新居浜市土橋１丁目８－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戸 田 平 男 西条市下島山甲７２７－１

〃 河 端 功 蔵 西条市下島山甲１９５２

〃 西 原 孝 雄 西条市下島山甲２２７８－３

〃 森 本 聡 西条市下島山甲１６７

〃 武 田 勉 西条市下島山甲２５１８

〃 加 藤 尚 西条市下島山甲６００－２

〃 宮 崎 英 明 西条市下島山甲７８９

〃 三 浦 廣 美 西条市下島山甲１２５４

〃 坪 井 正 実 西条市船屋甲６２０－１

監 事 加 藤 国 広 西条市下島山甲４６３

〃 森 本 二 郎 西条市下島山甲３５

〃 大 塚 晟 充 新居浜市滝の宮町６－１６

〃 小 泉 誠 一 新居浜市中村松木１丁目１０－１６

〃 � 橋 登 新居浜市土橋１丁目９－３８

〃 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村１丁目６－３６

〃 久 門 薫 新居浜市本郷１丁目５－２７

〃 西 原 力 新居浜市本郷１丁目８－４１

監 事 大 澤 眞 一 新居浜市土橋１丁目８－４

〃 近 藤 重 俊 新居浜市中村１丁目８－８

〃 加 藤 則 明 新居浜市政枝町２丁目７－３４

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号
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公 告

退 任

�������
�愛媛県告示第５５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

八幡浜市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年４月２５日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用

を受ける調達に係るものである。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ヘリコプター１２ヶ月定期点検整備

� 業務名及び数量

ヘリコプター１２ヶ月定期点検整備 １式

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

（アグスタ式Ａ１０９Ｅ型（ＪＡ０３ＥＰ））

� 実施期間

契約締結の翌日から平成２６年８月３１日まで

� 業務の履行場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、ヘリコプター１２ヶ月定期点検整備に係る一切の

経費を含めた額を記載すること。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

�愛媛県告示第５４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２６年４月２５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 波方環状線
今治市波方町波方字里甲２２６４番４から

同字甲２２６４番１６まで

旧 １０．８～１６．３
１０．８～１８．９

０．１０１
０．０９３

新 １０．８～１８．９ ０．０９３

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２１００００９２ 社会福祉法人宗友福祉
会

松山市中野町甲６４０番
地 丹生谷 宗 久 共同生活介護 とこ 伊予市上吾川字十合甲

１４９２番
平成２６年
３月３１日

３８２１５００１８２ 社会福祉法人愛媛県社
会福祉事業団

松山市道後町２丁目１２
番１１号 藤 岡 澄 共同生活援助 しげのぶ清愛園生活寮 東温市見奈良８４１番地 平成２６年

３月３１日

３８２３５０００１６ 医療法人光佑会 伊予郡松前町神崎５８６
番地 黒 田 典 生 共同生活援助 イキイキハウス 伊予郡松前町大字神崎

６０２番３
平成２６年
３月３１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 英 機 西条市下島山甲２６４９－４

〃 戸 田 平 男 西条市下島山甲７２７

〃 森 本 聡 西条市下島山甲１６７

〃 河 端 功 蔵 西条市下島山甲１９５２

〃 西 原 修 造 西条市下島山甲２３０６－２

〃 加 藤 尚 西条市下島山甲６００－２

〃 越 智 久 西条市下島山甲５９４

〃 河 端 通 保 西条市下島山甲１８５６

〃 三 浦 新 一 西条市下島山甲９９４－２

〃 坪 井 貞 西条市船屋甲５４９

〃 遊 口 誠 二 西条市船屋甲５２１

監 事 森 本 輝 夫 西条市下島山甲２７

〃 加 藤 国 広 西条市下島山甲４６３

〃 三 浦 廣 美 西条市下島山甲１２５４

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号
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選挙管理委員会告示

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 業務期間の開始までに確実に点検できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 現に法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険

料を滞納していない者であること。

� 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない

者であること。

� 入札の前日までに競争入札参加申請書を提出した者であるこ

と。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

場所及び問合せ先

愛媛県警察本部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付期限

平成２６年６月９日（月）１７時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２６年６月１０日（火）１１時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、競争入札参加申請書（以下

「申請書」という。）を知事に提出し、入札参加資格の確認を

受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 申請書等の受付時期

平成２６年４月２５日（金）から平成２６年６月９日（月）まで

の執務時間中

※ 必着であれば郵送でも可能

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Aircraft

inspection

① １２months inspection

② １００，１５０，２００，４００，１６００ hours inspection

③ Japan civil aviation bureau（JCAB）circular No．３―０１０，

etc

Hours change parts

Technical bulletin

Bench check

� Time limit of tender：１１：００ a．m，１０ June２０１４

� Inquiry section regarding notice of tender： Supplides

Procurement Section No．１，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
政治資金規正法に基づく文書の公開に関する規程（平成８年９月選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正し、告示の日から

施行する。

平成２６年４月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第４号（第２条関係） 少額領収書等の写しの開示決定通知書 様式第４号（第２条関係） 少額領収書等の写しの開示決定通知書

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２６年４月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

その１ 省略

その２

その１ 省略

その２

省略 省略

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、総務大臣に対し

て審査請求 をすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告とし

て（愛媛県選挙管理委員会が被告の代表者になります。）

提起することができます。ただし、１の審査請求 をした

場合には、当該審査請求 に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に決定の取消しの訴えを提

起することができます。

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県選挙管理

委員会に対して異議申立てをすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告とし

て（愛媛県選挙管理委員会が被告の代表者になります。）

提起することができます。ただし、１の異議申立てをした

場合には、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に決定の取消しの訴えを提

起することができます。

省略 省略

様式第７号（第２条関係） 少額領収書等の写しの不開示決定通知

書

様式第７号（第２条関係） 少額領収書等の写しの不開示決定通知

書

省略 省略

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、総務大臣に対し

て審査請求 をすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告とし

て（愛媛県選挙管理委員会が被告の代表者になります。）

提起することができます。ただし、１の審査請求 をした

場合には、当該審査請求 に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に決定の取消しの訴えを提

起することができます。

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県選挙管理

委員会に対して異議申立てをすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告とし

て（愛媛県選挙管理委員会が被告の代表者になります。）

提起することができます。ただし、１の異議申立てをした

場合には、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に決定の取消しの訴えを提

起することができます。

改 正 後 改 正 前

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第２４項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）

を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施設の管

理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第２９

条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。）の長（有料老

人ホームにあっては、その施設の管理者をいう。以下同じ。）、

原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同法第１条に

規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下同じ。）の長、身

体障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第２４項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）

を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施設の管

理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第２９

条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。）の長（有料老

人ホームにあっては、その施設の管理者をいう。以下同じ。）、

原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同法第１条に

規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下同じ。）の長、身

体障害者支援施設（障害者自立支援法

愛 媛 県 報平成２６年４月２５日 第２５６５号

３４６



雑 報

�公 告

今治市新ごみ処理施設整備事業に係る工事着手について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第３４条第

１号の規定により、次の対象事業について工事着手したので、次の

とおり公告します。

平成２６年４月２５日

今治市長 菅 良 二

１ 事業者の名称及び所在地

� 名 称 今治市

� 所在地 今治市別宮町一丁目４番地１

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 今治市新ごみ処理施設整備事業

� 種 類 ごみ処理施設の設置の事業

� 規 模 ア 可燃ごみ処理施設 １日当たりの処理能力

１７４トン

イ リサイクルセンター １日当たりの処理能力

４１トン

３ 対象事業の実施区域

今治市町谷地内他

４ 愛媛県環境影響評価条例第３４条第１項の該当した号

第１号

５ 該当した時期

平成２６年４月１４日

援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定す

る障害者支援施設及び同条第２６項に規定する福祉ホームのうち、

専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する

身体障害者を入所させる施設をいう。以下同じ。）の長及び保護

施設（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定す

る救護施設及び更生施設をいう。以下同じ。）の長（以下「院長

等」という。）から県委員会に対する申請、届出及び申出並びに

開票管理者から選挙長又は選挙分会長に対する報告及び届出につ

いても、また、前項と同様とする。

省略

第２５号様式の２

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定す

る障害者支援施設及び同条第２７項に規定する福祉ホームのうち、

専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する

身体障害者を入所させる施設をいう。以下同じ。）の長及び保護

施設（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定す

る救護施設及び更生施設をいう。以下同じ。）の長（以下「院長

等」という。）から県委員会に対する申請、届出及び申出並びに

開票管理者から選挙長又は選挙分会長に対する報告及び届出につ

いても、また、前項と同様とする。

省略

第２５号様式の２

省略 省略

注１～４ 省略

５ 「施設の種類」の欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

１条の５第１項に規定する病院、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老

人ホーム並びに同法第２９条に規定する有料老人ホーム、原子

爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同法第１

条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。）、身体障害

者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定

する障害者支援施設及び同条第２６項に規定する福祉ホームの

うち、専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条

に規定する身体障害者を入所させる施設をいう。）又は保護

施設（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規

定する救護施設及び更生施設をいう。）の別を記入するこ

と。

６～９ 省略

注１～４ 省略

５ 「施設の種類」の欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

１条の５第１項に規定する病院、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老

人ホーム並びに同法第２９条に規定する有料老人ホーム、原子

爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同法第１

条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。）、身体障害

者支援施設（障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定

する障害者支援施設及び同条第２７項に規定する福祉ホームの

うち、専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条

に規定する身体障害者を入所させる施設をいう。）又は保護

施設（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規

定する救護施設及び更生施設をいう。）の別を記入するこ

と。

６～９ 省略

平成２６年４月２５日 発行
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